
令和6年2月15日（木）　9時55分 ～ 11時24分
第2委員会室
清水文雄 委員長、土屋克之 副委員長
夷藤　満、北川悦子、生田勇人、川口正己

（なし）
（なし）
桐山 教育長、助田 町民福祉部長、中川 町民福祉部担当部長、上出 教育部
長、川本 住民課長、吉田 子育て支援課長、前田 保険年金課担当課長、秋田
福祉課長、上前 福祉課担当課長、法利 学校教育課長、中村 文化スポーツ課
長
中村 書記

（１）執行部からの報告事項
・コンビニ交付サービスの開始について

令和6年3月1日から、住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍証明書、戸籍
附票の写しがコンビニで取得可能。利用時間は午前6時30分から午後11時
までで、利用方法は資料のとおり。サービス開始に伴い、平日午後6時ま
での窓口業務の延長を2月末で終了する。

・びん類分別収集対象品の追加について
ごみ減量リサイクルの推進を図るため、令和6年4月1日よりびん類分別収
集の対象に、化粧品びん及び油びんを追加する。チラシ、令和6年度家庭
ごみカレンダー、広報、ホームページにて周知する。

R6.2.15 文教福祉常任委員会（要旨）

文教福祉常任委員会 会議録（要旨）
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R6.2.15 文教福祉常任委員会（要旨）

・令和6年度内灘町国民健康保険税の改正(案)について
合計の保険税率を令和5年度のまま据え置き、区分間の格差解消につなが
るよう、表のとおりの改正案を3月会議に上程し、あわせて国保の基金条
例も改正予定。
また、賦課限度額の引上げ、低所得者の保険税負担軽減を図るため、軽
減判定所得基準の拡大を行う。令和6年3月末に地方税法施行令等の一部
改正が予定されており、公布後に専決処分による条例改正を行う予定。
施行日はいずれも令和6年4月1日。

・令和6年度後期高齢者医療保険料の改正(案)について
令和6年度及び令和7年度の保険料について、後期高齢者負担率の大幅上
昇、低所得者への配慮、新設された出産育児支援金の負担に加え、被保
険者数や医療費の増大等に対応するため、資料のとおり改正し、保険料
の引き上げを予定している。
なお、国保と同様に、軽減判定所得基準の拡大を行い、低所得者の保険
料負担軽減を図る。
石川県後期高齢者医療広域連合議会に諮り決定され、施行日はいずれも
令和6年4月1日。

【委員】
なぜ出産育児支援金を後期高齢者医療特別会計で負担するのか。

【説明員】
後期高齢者が増えたことを踏まえ、若者世代の負担を減らすことを目的
に新設された制度であるため。

・第3次うちなだ健康プラン21(健康増進計画)(案)について
パブリックコメントを実施したが意見はなし。今後、3月会議に上程し、
3月末にホームページに公表する。

・第3期国保保健事業実施計画(データヘルス計画)(案)について
内灘町データヘルス専門部会で最終案を提示・修正後にホームページに
公表する。

・福祉・介護に関する計画(案)について
パブリックコメントを実施した結果、第2期内灘町自殺対策計画には2
件、第9期内灘町介護保険事業計画・高齢者福祉計画へは1件の意見があ
り、詳細は別紙資料のとおり。パブリックコメントをを踏まえた、各計
画の変更点等は資料のとおりで、3月に計画策定。
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R6.2.15 文教福祉常任委員会（要旨）

【委員】
各種団体からの提言は、どの程度計画に反映させているのか。

【説明員】
ほとんどは反映させているが、他の計画や項目との兼ね合いで見送った
ものや、次回の策定委員会で最終調整を行うものがある。

・第9期介護保険料の改正(案)について
第9期介護保険事業の策定に伴い、表のとおりの改正案を3月会議に上程
し、令和6年4月1日に施行予定。

・イベント・行事について
「内灘中学校卒業式」…3月9日(土)午前9時～
「町内各小学校卒業式」…3月14日(木)午前9時30分～
「町立保育所修了式」…3月22日(金)　北部保育所　午前9時～
　　　　　　　　　　　　　　　　　 向粟崎保育所　午前10時30分～
「町内各小学校入学式(西荒屋小学校以外)」…4月8日(月)午前10時30分
～
※西荒屋小学校入学式…4月9日(火)午前10時30分～
「内灘中学校入学式」…4月8日(月)午後1時30分～

「二十歳のつどい」…延期　1月7日(日)→3月24日(日)午前10時
「教育委員会表彰式」…式典中止　2月18日(日)
「文化芸術際」…中止　3月1日(金)～3月5日(火)
「第76回石川県民スポーツ大会冬季大会」…中止　3月2日(土)～3月3日
(日)

（２）その他
・二十歳のつどいの延期に係る経過について

1月2日に1月7日の中止を決定し、ホームページやラインで周知。翌3日に
は対象者への案内を発送。
延期の日程については、1月17日に式の協力を依頼している式典委員を通
じ希望日の確認を依頼、1月26日に「3月24日」の希望が最も多かったと
の回答から延期日程を決定した。

・12月委員会にて質問のあった不登校の現状について
年度末であるため今年度の状況を加え、新年度に現状を報告する。

（以上）
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